
路上喫煙は大変危険です。
京都での路上喫煙は御遠慮ください。
路上喫煙は大変危険です。
京都での路上喫煙は御遠慮ください。

京都市

上記の区域で路上喫煙をすると,1千円の過料を徴収します。
また,京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例により

市内全域で路上喫煙をしないよう努力する義務を課しています。
喫煙はマナーを守って,決められた場所で行いましょう。

「路上喫煙」とは,道路や公園などの屋外の公共の場所でたばこを吸うこと,火のついたたばこを持つことを指します。ただし,喫煙場所での喫煙を除きます。

京都駅, 清水・祇園でも過料を徴収しています。

「誰もが安心・安全で気持ち良く暮らせるまちの実現」に向けて
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